
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

「生活支援体制整備事業」は、新たに介護保険制度に導入された、生活支援や介護予防の充実を推進する事業です。住み慣れた場所

で暮らし続けることが出来るように「支え上手・支えられ上手」な地域づくりのサポートをするのが、各地域に配置された「生活支援

コーディネーター（地域支え合い推進員）」です。 

地域のニーズを調べ、高齢者自身がいきがいをもって生活出来るような生活支援・介護予防サービスの体制作りを進めていきます。 

 

≪こんなときもご相談ください≫ 

○「話し合いの場」をつくりたい 

・地域の今の姿を知る、 

安心して暮らせるまち 

にするため自分たちが 

どうしていきたいかを 

考える場。 
 

○「通いの場(憩いの場)」をつくりたい 

・介護予防の知識を学んだり体操をする

場、顔なじみの関係が深まるような会

食、お茶会、おしゃべりができる場な

ど、地域の皆さんが 

が気軽に集まれる場。 
 

上記の他、地域の支え合い活動に関す

る相談、事業説明等の要望がございまし

たらお問合せください。生活支援コーデ

ィネーター（地域支え合い推進員）が皆

さんの想いと地域の力を橋渡しします。 

 

「支え合いのまちづくり」に向けて生活支援コーディネーターが一緒に考えます！ 
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